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東京都・東久留米市広域消防運営計画（抜粋） 

 

平成２１年６月３０日施行 

 

第１ 計画の趣旨 

   本計画は、消防組織法（昭和２２年法律第２２６号）第３４条の規定に基づき、「東京都消防広域化

推進計画」（平成２０年３月策定）で定めた広域化対象市町村である東京都（消防組織法第２７条の規

定に定める都）及び東久留米市において、広域化後の消防の円滑な運営を確保するために必要な事項

を定める。 

 

第２ 基本方針 

 １ 広域化にあたっての理念 

災害や事故の多様化及び大規模化、都市構造の複雑化、住民ニーズの多様化等の消防を取り巻く環

境の変化に的確に対応し、広域化後も住民の生命、身体及び財産を守る責務を全うする。 

 ２ 広域化の方式 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の１４の規定に基づき、東久留米市が、東京都

に対し消防事務を委託する。 

 ３ 委託事務の範囲 

   消防に関する事務（法令により消防本部及び消防署を置く市町村の長その他の職員の権限に属する

ものを含み、消防団にかかるもの並びに水利施設の設置、維持及び管理に関するものを除く。以下「消

防委託事務」という。） 

 ４ 委託開始時期 

   平成２２年４月１日 

 ５ スケジュール 

   平成２１年 ３月  東久留米市消防事務委託準備協議会の設置 

         ６月  東京都・東久留米市広域消防運営計画の策定 

        １２月  委託規約の議決 

   平成２２年 ３月  平成２２年度当初予算の議決、関係条例の改正 

         ４月  委託開始 

 

第３ 消防本部の組織 

 １ 広域化対象市町村が設置する消防本部 

市町村名 東京都 東久留米市 

位置 千代田区大手町一丁目３番５号 東久留米市幸町三丁目４番３４号 

名称 東京消防庁 東久留米市消防本部 

管轄区域 特別区全域及び多摩地域の市町村（東久留米

市及び稲城市を除く） 

東久留米市全域 

管轄人口 １２，３２３，９４３人 １１４，６０６人 

職員数 １７，９６７人（消防吏員１７，５３７人、

消防吏員以外の職員４３０人） 

１１８人（消防吏員１１６人、消防吏員

以外の職員２人） 

署所数 ８０消防署、３消防分署、２０６消防出張所 １消防署、２消防出張所 

  ※１ 管轄人口は、平成２１年４月１日現在の住民基本台帳による人口である。 

  ※２ 職員数は、平成２１年４月１日現在の条例定数である。 
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 ２ 広域化後の消防本部の位置及び名称 

  ① 位置 

    千代田区大手町一丁目３番５号 

  ② 名称 

    東京消防庁 

 ３ 東久留米市全域を管轄する消防署の位置、名称、組織等 

  ① 位置 

    東久留米市幸町三丁目４番３４号 

  ② 名称 

東京消防庁東久留米消防署（以下「東久留米消防署」という。） 

  ③ 組織 

    東久留米市の消防行政需要及び周辺消防署の組織体制を考慮し、必要な組織を設置する。 

なお、設置組織については別途協議して定める。 

④ 消防力の配置 

    ポンプ車２台、救急車２台、はしご車１台、救助車１台、指揮隊車１台、査察広報車３台、人員

輸送車１台、非常用救急車１台、非常用ポンプ車１台 

  ⑤ 勤務形態 

    暦日を単位とする勤務（毎日勤務）及び交替で定型的な周期による勤務（交替制勤務）とし、交

替制勤務については、三部勤務とする。 

  ⑥ 人員 

 東久留米市における消防行政需要及び変更が生じる交替制勤務等の勤務形態を考慮し、人員を配

置する。 

なお、配置人員については別途協議して定める。 

 ４ 部隊運用及び１１９番受信 

  ① 東京消防庁による東久留米市全域における部隊運用は、平成２２年４月１日からの開始とする。 

  ② 東久留米市の１１９番受信体制については、上記①の部隊運用の開始に合わせて切り替え、東京

消防庁の災害救急情報センターが受信する。 

 

第４から第８まで 

（省略） 

 

第９ 東久留米市消防団との連携確保 

 １ 消防団の管理運営 

東久留米市消防団の管理及び運営は、引き続き東久留米市が行う。 

 ２ 協議 

   東久留米市は、委託に際し、東久留米市消防団の現有勢力に変更を加えるときは、あらかじめ東京

消防庁と協議する。 

 

 ３ 訓練等 

   東久留米市、東久留米市消防団及び東久留米消防署は、平素から訓練や演習等により連携を確保す

る。 

 ４ 災害時の活動 

   東久留米市消防団は、災害現場において活動する場合は、東京消防庁消防総監又は東久留米消防署

長の所轄の下に行動する。 

 ５ 災害時の連絡体制 

   災害時の東久留米市消防団への連絡体制の整備については、東久留米市が行う。 
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第１０ 東久留米市と東久留米消防署との連携確保 

    東久留米市と東久留米消防署は、平時の火災をはじめ、震災等の大規模災害や国民保護など、防

火防災・国民保護対策の推進にあたり、平素から相互の連携体制を確保する。 

 

第１１ その他 

 １ 住民への広報 

東久留米市は、委託に際し、住民に十分な広報を行い、１１９番通報等において混乱が生じないよ

うにする。 

 ２ 表示変更 

委託に伴う各種の表示変更については、原則として、東久留米市が行う。 

 ３ 準備要員の派遣 

   東京都は、平成２１年度において、東久留米市に対し、消防事務委託の準備要員として、地方自治

法第２５２条の１７の規定に基づき、東京消防庁の職員３人を派遣する。 

 ４ 職員情報の取扱 

   東久留米市は、第４の１による採用の実施に際し、必要な当該職員の個人情報を東京消防庁に提供

するものとし、東京消防庁は、当該情報を適正に管理する。 

 ５ 保有個人情報の取扱 

   東久留米市は、委託に際し、消防事務の執行上保有していた個人情報について、東京消防庁に提供

するものとし、審査機関への諮問など必要な手続を行う。 

 ６ 疑義等の取扱 

   委託準備に際し、本計画に定めのない事項又は疑義等が生じた場合については、その都度、東久留

米市と東京都が協議して定める。 


